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狭 あ い 道 路 事 前 協 議 書 
  年  月  日 

取 手 市 長  殿 
申請者     住 所                                                         

氏 名           印 
 

代理者  住 所            
氏 名            

        電話番号 
 

この度，建築物(工作物)の建築(築造)をするに当たり，敷地に接する道路が幅員 4 メートル未満

の狭あい道路なので協議いたします。 
 

敷 地 の 地 名 地 番 取手市 
都市 計画区域の種 類 □ 市街化区域       □ 市街化調整区域 
道 路 の 種 類 □ 市道      号線 

 
□ 農道 
□ 私道 

□ 42 条 2 項道路 
□ 43 条 2 項 2 号 

□ 分筆地目替え 
□ 分筆寄付 

道 路 の 境 界 査 定 □ 済  □ 未 (査定予定日    年  月  日) 
後 退 杭 設 置 □ 済  □ 未 (設置予定日    年  月  日) 
後退部分の延長及び面積 
（路線ごとに記入） 延長 

ｍ  
面積 

㎡  

ｍ  ㎡  

撤去対象物(工作物･生垣等) □ 有 （       ）       □ 無 
 
記入上の注意事項 
１．上記該当項目 □欄を全てレ点でチェックし，その他必要事項は記入してください。 
２．※マーク欄は，記入しないでください。 
 

※狭隘道路事前協議書 
綴り込み年度及び番号 

     年度    番 

※補助金の使用（有・無） 
   年度   番 

撤去・再築造・地目替・寄付・

生垣・（         ） 
※基 準 法 4 3 条 許 可 
  （ 有 ・ 無 ） 

許 可 年 度 及 び 番 号 
     年度    番 

 



 

添 付 図 書 

イ. 案内図 
ロ. 公図写し 
ハ. 配置図(記載例をご参照のうえ作図してください。) 
ニ. 道路査定図または取手市地籍一筆図 

補 助 制 度 
撤去，分筆測量等に補助金が出る場合がありますので，別途

建築指導課で御相談ください。 

後退部分の非課税制度 
後退した部分の土地について非課税となる場合がありますの

で，別途課税課で御相談ください。 
 
注意事項 

1． 狭あい道路事前協議は，道路の境界が明確になって後退杭設置後提出してください。 
2． 分筆測量の作業は，市で後退杭の位置の確認を受けた後着手してください。 
3． 補助金を希望する場合は，撤去物の大きさのわかる写真を事前に撮ってください。 
 

 
※経過及び状況 (申請者は、以下については記入しないで下さい) 

現地確認年月日      年  月  日     担当者（     ・     ） 

道路境界杭の有無  （ 有 ・ 一部無 ・ 無 ・ その他            ） 

後 退 杭 の 位 置  （ 可 ・ 不可 ） 

撤 去 物 の 状 況  （ 有 ・ 無 ） 

連 絡 年 月 日      年  月  日 

コメント 

 

 

 

 

 

 


